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○守山市産婦人科医院開設事業費補助金交付要綱 

令和３年２月１日 

守山市告示第16号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、

市内に産婦人科医院(医療法(昭和23年法律第205号)第１条の５第１項に規定する病院ま

たは同条第２項に規定する診療所であって、産科医療を行うものをいう。以下「医院」

という。)を開設しようとする産科医または医療法人(以下「医師等」という。)に対し予

算の範囲内において、守山市産婦人科医院開設事業費補助金交付要綱(以下「補助金」と

いう。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年

規則第１号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところに

よる。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 産科医療 診療科名が産科または産婦人科であり、分娩を取り扱うことをいう。 

(２) 産科医 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師であって、主たる診療科名

が産科または産婦人科で、産科医療を行うものをいう。 

(３) 医療法人 医療法第39条第２項に規定する医療法人をいう。 

(補助の対象者) 

第３条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。ただし、

守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示

第17号)第１項に規定する特定滞納者を除く。 

(１) 市内に分娩のできる10床以上の入院施設を有する医院を新たに開設し、継続して

10年以上産科医療を行う見込みがあること。 

(２) 産婦人科または産科の臨床経験を５年以上有すること。(医療法人の場合は、当該

経験を有する医師が在籍すること。) 

(３) 市の保健事業、子育て支援事業等に協力し、地域医療活動を積極的に行う意志が

あること。 

(補助対象事業等) 

第４条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条第１号に規定す

る医院を開設するために必要な施設および設備の整備を行う事業とする。 

２ 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表のとおりとする。 
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３ 補助金の額は、補助対象経費の総額の２分の１以内の額(その額が１億円を超えるとき

は、１億円)とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。この場

合において、補助対象経費のうち賃借料(リース料)については、上限を年額1,000万円と

し、精算払いで10年間交付できるものとする。 

(計画協議) 

第５条 補助金の交付を受けようとする医師等(以下「申請者」という。)は、補助対象事

業の着手の90日前までに守山市産婦人科医院開設事業費補助金計画協議書(別記様式第

１号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。 

(交付申請) 

第６条 前条に規定する承認を得た申請者は、守山市産婦人科医院開設事業費補助金交付

申請書(別記様式第２号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 申請者(申請者が医療法人である場合は、第３条第２号に規定する医師とする。次

号において同じ。)の医師免許証の写し 

(２) 申請者の履歴書 

(３) 申請者の住民票(申請者が医療法人である場合は、定款および登記事項証明書) 

(４) 納税証明書 

(５) 事業計画書 

(６) 収支計画書 

(７) 補助対象経費に係る見積書の写し 

(８) 誓約書 

(９) その他市長が必要と認める書類 

(交付決定および通知) 

第７条 市長は、前条の申請書に係る内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、守

山市産婦人科医院開設事業費補助金交付決定通知書(別記様式第３号)により申請者に通

知するものとする。 

(変更申請) 

第８条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」とい

う。)が当該事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、守山市産婦

人科医院開設事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第４号)に関係書類を

添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。 

(実績報告) 

第９条 交付決定者は、交付決定を受けた年度内に補助対象事業が完了したときは、速や

かに守山市産婦人科医院開設事業費補助金実績報告書(別記様式第５号)に次の書類を添
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えて市長に提出しなければならない。 

(１) 診療所開設届(保健所の受付印のあるもの)の写し(交付決定者が医療法人の場合

は、診療所開設許可書の写し) 

(２) 土地および建物の登記事項全部証明書 

(３) 土地、建物等を取得したことを証する契約書の写しおよび領収書の写し 

(４) 医療機器、備品等を購入したことを証する領収書の写し 

(５) 別表に規定する賃借料(リース料)が発生する場合は、賃貸借契約書の写し 

(６) その他市長が必要と認める書類 

(状況報告) 

第10条 交付決定者は、交付決定を受けた年度内に補助対象事業が終了せず、前項に規定

する実績報告書の提出が困難で、かつ市長が必要と認めるときは、当該事業の遂行状況

について、守山市産婦人科医院開設事業費補助金事業執行状況報告書(別記様式第６号)

により当該期日の経過後速やかに市長に報告しなければならない。 

(補助金の額の確定) 

第11条 市長は、第９条の報告書に係る内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、

適当と認めたときは補助金の額を確定し、守山市産婦人科医院開設事業費補助金確定通

知書(別記様式第７号)により交付決定者に通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第12条 前条に規定する補助金確定通知を受けた交付決定者は、守山市産婦人科医院開設

事業費補助金交付請求書(別記様式第８号)によって、市長に補助金の請求を行う。 

(補助金の決定の取消し等) 

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずるこ

とができる。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。 

(１) 交付決定者の責に帰すべき理由により、第11条に規定する補助金確定通知を受け

た日の翌日から起算して１年以内に医院の業務を開始しないとき。 

(２) 交付決定者の責に帰すべき理由により、医院を開設した日から起算して10年に達

する日までの間に医院を廃止し、または１年以上医院を休止したとき。 

(３) 医師免許の取消し等により、医院の業務を継続することができなくなったとき。 

(４) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定または交付決定の変更を受けた

とき。 

(５) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(６) その他市長が必要と認めるとき。 
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(返還) 

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還の命令を受けたときは、その命令

を受けた日の翌日から起算して３月以内に補助金を返還しなければならない。 

(補助事業の休止および廃止) 

第15条 交付決定者は、当該医院を休止または廃止しようとするときは、その６月前まで

に書面にて市長に届け出なければならない。 

(その他) 

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

付 則 

(施行期日) 

１ この告示は、令和３年２月１日から施行する。 

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正) 

２ 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告

示第17号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(検証期限) 

３ 規則第16条第２項に規定する検証期限は、令和13年３月31日とする。 

別表(第４条関係) 

   付 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。

補助区分 補助対象経費 補助率 

(１)土地建物取得費・

改修費 

土地および建物の取得に係る経費ならびに増築または

改修に係る経費 

１／２ 

(２)本体工事費(新築) 建築主体工事費、電気設備工事費、機械設備工事費(他

の診療科に係るものを含むときは産科および産婦人科

に係るもののみ対象)、共通仮設費(外構工事に係るもの

は除く。)、設計費、監督料等 

(３)医療機器・ 

備品購入費 

医院の業務に必要な医療機器および備品の購入に要す

る経費 

(４)賃借料(リース料) 土地・建物に対する賃借料ならびに医療機器および備品

に対するリース料 
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